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衆
議
院
議
員
島
�
君
提
出
介
護
保
険
制
度
改
革
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

介
護
保
険
の
第
一
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
一
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
全
体
に
占
め
る
要
介
護
認
定
又
は
要
支
援
認

定
（
以
下
「
要
介
護
認
定
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
の
割
合
は
全
国
的
に
み
て
地
域
差
が
あ
り
、
特
に
軽
度
の
要
介
護

認
定
又
は
要
支
援
認
定
を
受
け
た
者
の
割
合
に
大
き
な
地
域
差
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
原
因
は
、
要
介
護
認
定
等
の

申
請
を
行
っ
た
者
の
う
ち
非
該
当
と
な
る
者
の
割
合
が
い
ず
れ
の
都
道
府
県
に
お
い
て
も
一
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
第
一
号
被
保
険
者
全
体
に
占
め
る
要
介
護
認
定
等
の
申
請
を
行
う
者
の
割
合
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
第
一
号
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
支
給
額
及
び
第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
の
地
域
差
は
、
い
ず
れ
も
第
一
号
被
保

険
者
全
体
に
占
め
る
要
介
護
認
定
等
を
受
け
て
給
付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
給
者
」
と
い
う
。
）
の
割
合
及
び
受
給
者
一

人
当
た
り
の
給
付
額
が
異
な
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
受
給
者
一
人
当
た
り
の
給
付
額
の
違
い
に
は
主
と
し
て
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
が
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

介
護
保
険
制
度
は
、
保
険
者
で
あ
る
市
町
村
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

の
水
準
と
保
険
料
の
設
定
を
行
う
仕
組
み
で
あ
る
が
、
各
市
町
村
の
高
齢
者
の
人
口
構
成
や
被
保
険
者
の
所
得
水
準
の
違
い

一



な
ど
、
必
ず
し
も
市
町
村
の
責
め
に
帰
す
べ
き
で
な
い
事
由
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
、
国
が
必
要

な
財
政
調
整
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
市
町
村
で
給
付
と
負
担
の
水
準
が
異
な
る
の
は
、
基
本
的
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
住
民
の
選
択
の
結
果
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
水
準
が
全
国
一
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
は
考
え

て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
社
会
福
祉
法
人
以
外
の
者
に
よ
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

経
営
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、
利
用
者
の
保
護
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
経
営
の
安
定
性
及
び
継
続
性

を
確
保
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
が
十
分
に
関
与
で
き
る
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業
者
が
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
設

置
す
る
方
式
又
は
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
に

地
方
公
共
団
体
が
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理
を
委
託
す
る
方
式
（
以
下
「
公
設
民
営
方
式
」
と
い
う
。
）
の
下
で
行
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
年
四
月
か
ら
全
国
で
二
施
設
が
公
設
民
営
方
式
で
の
経
営
を
開
始
す
る
予

二



定
と
な
っ
て
い
る
。
構
造
改
革
特
別
区
域
以
外
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
、
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
社
会
福
祉
法
人
以
外

の
者
に
よ
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
制
の
特
例
措

置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
十
分
な
評
価
を
行
っ
た
上
で
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

第
百
六
十
二
回
国
会
に
提
出
し
た
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
そ
の
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
、

都
道
府
県
知
事
が
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
を
公
表
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
又
は
施
設
の
運
営
状
況
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
要
介
護
者
又
は
要
支
援
者
が
適
切
か
つ
円
滑
に
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て

お
り
、
同
省
令
で
規
定
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
法
案
で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
う
ち
、
公
表
に
当
た
っ
て
第
三
者
が
公
正
か
つ
中
立
的
な
立
場
か
ら
調
査
す

る
こ
と
が
必
要
な
情
報
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
そ
の
指
定
す
る
者
が
調
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三



五
に
つ
い
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
要
介
護
高
齢
者
の
重
度
化
が
進
み
、
認
知
症
（
法
案
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
）

の
高
齢
者
が
増
加
し
て
い
く
中
で
、
そ
の
資
質
の
向
上
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
研
修
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
現
在
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
し
て
い
る
者
が
受
け
や
す
い
研
修
を
検
討
す
る
な
ど
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
が
資
質
の
向

上
に
取
り
組
み
や
す
い
環
境
の
整
備
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

四


